
事前質問に対する回答
※事前にいただきました質問は、原則、原文のまま掲載しています。
第３回：１５時３０分から

説明会に出席するのに、なぜ、住所の詳細を載せなくて
はならないのでしょうか。
大事なことですから、もっとオープンにたくさんの方に
参加していただく必要があると思います。
今までのパブリックコメントなどで上がっていた「これ
から検討する」となっていた内容について全て答えてい
ただきたいです。

説明会の申込みにつきましては、広報しき及び市ホームページにおいて、２週間
程度の申込期間を設定し、周知してきたところであり、申込みの内容によって、
参加者数が変動するものとは考えていません。
なお、今回の説明会については、市民の方を対象としたため、確認上、住所を記
載していただいたところです。
様々な検討事項につきましては、お伝えできる段階において、意見公募手続や説
明会、市ホームページ等で公開しています。また、教育活動等に関する検討事項
は、教職員のワーキンググループにおいての内容がまとまり次第、説明の機会を
設けていきます。

児童数に対する教員数、指導者の割合が見合っています
か？　(埼玉県内の他と比較して)行き届いた教育や学生
サポートが可能でしょうか。

教職員の配置については、小学校及び中学校、義務教育学校のいずれの学校種に
おいても、県の基準に基づき、同様に配置されます。
なお、本市では、通常の教職員の配置に加え、スマート教員をはじめとする市独
自の教員を配置するとともに、義務教育学校においては、追加で教職員等を配置
できる県の制度も活用することで、充実した組織体制としていきます。

(概要)コミュニティウォークの必要性について
(内容)コミュニティウォークの整備はなぜ必要なので
しょうか？　法的要件などがあるのでしょうか？　校舎
間の移動はどのくらいの頻度で、どんなケースに生じる
と想定しているのでしょうか？　別の手法とのコスト比
較などされていたら教えていただきたいです。
費用をかけるなら他の施設の刷新の方が生徒のためにな
るのでは、というのが質問の背景です

コミュニティウォークは、小中一貫教育の効果をより発揮することができる一体
的な校舎とするため、中央エリアと東エリアをつなぐ渡り廊下として設置するも
のです。義務教育学校の設置に対する法的要件はありませんが、児童生徒や教職
員が、校舎間移動を日常的に行き来できる渡り廊下として、本整備が適切である
と判断しています。
移動頻度については、教育活動によりますが、現在、学校の教職員によるワーキ
ンググループで検討しています。
また、学校施設整備に必要となる予算は、事業の性格上、学校や年度によって差
異が生じますが、各学校に必要な整備を必要な時期に実施しており、どの学校に
おいてもよりよい教育環境を整えていきます。

概要・整備スケジュールについて
内容・今後、資材の更なる高騰ばかりか資材が調達でき
ず工事ができなくなることが予想されます。そうなった
場合開校延期はあり得ますか？また延期した場合のスケ
ジュールについて教えてください。これは仮定の話では
なく、国際情勢、国内事情を鑑みればかなりの高確率で
予測できる事態ですので、できるだけ具体的なご回答を
よろしくお願いします。

志木の森学園の開校は令和９年４月１日としており、変更はありません。
現時点、様々な情報収集を行いながら、開校に間に合わせる準備を進めていま
す。

今回の説明会について４点要望です。
・教育長は必ず出席してください。
・資料を見れば分かることの説明はなるべく短くして、
質疑応答の時間を十分に取り、参加者と対話をしてくだ
さい。
・完全一致の質問以外は勝手にまとめず、すべての質問
に回答してください。
・１日限定開催なので来られない方もいます。今回寄せ
られた全ての質問と回答、質疑応答の内容は必ず公開す
るようお願いします。

説明会の運営については、運営主体である教育委員会が、出席された皆様に公平
にご参加いただけるよう進行します。
いただいた御要望については参考とさせていただきます。

概要・二小（東エリア）校庭への車両の進入について
内容・緊急車両や校庭倉庫の搬出入車両は、どこから校
庭に進入できますか？

緊急時における緊急車両や校庭への搬入車両については、幸町方面に設置する車
止めを一時的に取り外し、東エリアの正門から出入りできるよう対応していきま
す。
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